
Ⅱ農業労務請負人の活動と規制

概要

農業労務請負人は季節労働者と農業の季節仕事とを結びつけて金をかせぐ仲介人である。

彼等は一般に道義的に芳しくない評判をえている。100年にわたる経験は弱い立場の労働者

を酷使する請負人についての多くの実例を含む記録を与えてきた。

連邦政府は１９６５年に農業労務請負人の活動の規制をはじめた。連邦規制の一つは農業労

務請負人に不法入国又は証明書不所持の労働者を雇用させないようにすることであった。

１９７４年における農業労務請負人に対する連邦規制の強化そして再度，１９８２年における

農業労働市場での農業労務請負人の重要性を縮少させようとの企図にもかかわらず，農業労

務i請負活動は拡大しつつある。

労務請負人を利用する農場数ならびに労務請負人に雇用される農業労働者の数は増大して

おり，労務請負賃金支Ⅱ}蔀は全農業賃金支出額よりも急速に増大している。

農業労務請負の雁11]は農場規模別，商品別，地域別に集中がみられる。これのもっとも重

要な利用者はカリフォルニヤの大規模な果実・野菜農場である。

農業労務iiti負人は！少なくとも農業労働者を直接に雁IＵしている腿ｌＩＩｉｌ１Ｚ（Ｇｒｏｗｅｒ）が雇

い入れているのと1,1じていどに不法入国労働者を雇用していると)J1われる。こうして，全農

労務請負労働者の20～30％，および，いくつかの収穫チーム労働者の５０～１００％は不法入国

労働者であることが示唆されている。

労務請負人は労働者］人について千ドルの罰金を課せられるかも知れないのに不法入国労

働者を雇用している。なぜならば，大部分の労務請負人は労働省がこの規制を実施するだろ

うとは確信していないからである。

たとえば，移民帰化局（ＩＮＳ）が120万の不法入国外人を逮捕した１９８３年に，労働省

は労務請負人によって,【`川された’''００人の不法入国労働音を見つけたにすぎなかった｡'）

また，１９８０年代はじめの間に１万５千～1万８千の登録農業労務請負人のうち,わずか

１７３人が不法人ＩＥＩ労働者)IIi1川のかどで実際に罰金を課せられたにすぎなかった。

労務請負人の不法人lIil労働者雇用を禁止する連邦措置にかんする労働省の施行は行政上の

不備のゆえに効果がなかった．すなわち，労働省が不法人国労'1M1済を確認するには移民帰化

局を頼みにしなければならないという現実が労働省の法施行上の戦１１１%の妨げとなっている。

1）両機関とも数１１，１つかまる人間を重複して数えている。
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労働省は労務請負の違反者に対して一般市民なみの処罰を実施しうるにすぎない。また，労

務請負の行動を改めさせる刑事処罰は合衆国司法長官の職務によって実施されるが，合衆国

地方弁護士にとっては優先度の低い事項に属する．

法の実施はまた，経済上の動機が強いがゆえに効果がない。すなわち，不法入国労働者の

入手の容易なことが労務請負人のまん延を助長し，それが労務請負手数料を引下げ，より多

くの請負人に不法入国労働者の雇用をせまる，そして法の実施を－そう困難にする。一般的

な雇主制裁法は,雇主のＩ慣行を法律に適応させたり，あるいは，もっぱら法の網をくぐるう

えで雇主を－そう機敏にし111胤応させているようにみえる。労務請負人のあいだでのこのような

雇主のlllH応性は小規模な未登録請負人のいわゆるまん延，および，多くの農場が直接に労働

者を雇用するかわりに農業労務請負チームを利fllするという傾向としてあらわれている。

農業労務請負の経験は,雇主制裁法の施行がきわめてむずかしいものであること，そして，

不十分な施行が再請負やそのほかの順応形態を生み卜|化ていることを示唆している。

１．農業労働者および農業労務請負人の諸傾向

１９８２年の合衆国における２２０万の農場のうち半分よりやや少ない約100万の農場が人か

れ少なかれ労働者を雇用した。

これら労働者雇用農場の大部分（約87万農場）が直接に労働者を雇い，１４万農場が農業労

務請負人をとおして労働者を雇った。

３つの主要な農業商品部門について農場雇主と支払賃金の配分を示せばつぎのとおりであ

る（表ｌ）（表２）。

表］直接雇用の農場主と支払賃金のシェア

影

]ＯＣ

出所：1982年農業センサス
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畑作農場

畜産農場

果実.野菜.園芸農場’
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農場計
100.0100.0

868,510８４億ドル



表２労務請負人を通して雇用した農場主と支払賃金のシェア

出所：前表に同じ

直接雇用の農場主の半分は酪農・家禽を含む畜産農場が占めている。しかし，果実・堅果

・野菜農場，および，きのこや花卉の園芸特産物を含む園芸農場はもっとも労働集約的であ

って,農場数では8％を占めるにすぎないのに支払賃金では全農業支払賃金の÷を占めてい

る。これらの農場はカリフォルニヤ，フロリダ，テキサスに集中している。１９８２年におい

て，これらの州はそれぞれ直接雇用支払賃金全体の22％，６％，６％を占めている。つぎに，

１９８２年に労務請負人を通して労働者を雇用した農場主のうち畜産農場は43％という最大の

割合を占めている。しかし,労務請負支払賃金全体のほぼ÷が果実･野菜･園芸農場により

支払われた。このことは，これらの農場では労務請負労働者の集中が，|面接雇用労働者より

もはるかに高いことを意味している。

カリフォルニヤ，フロリダ，テキサスにおける労務請負支払賃金のシェアはそれぞれ全体

の38％，１８影，８％を占めており，これらを合計すれば合衆国全体の請負支払賃金額の64％

となるに，

農業雇用，とくに請負労働者は大規模農場に集中している。年農産物販売額50万ドル以上

の大規模農場は，直接雇用の賃金支払額では，全体の半分をやや下回り（46％)，請負賃金

支払額では，全体の半分をやや上回っている（52形)。（表３）

高額の農業賃金額を支出する大規模雇主は農業賃金支払総甑のうち高いシェアを占めてい

る。すなわち，これら農場は直接雇用支払賃金総額の54形，労務請負支払賃総額の69％を古
Ｐ

めﾌﾟこ。

１９７４～１９８２年のあいだに農場総数は減少しているのに農場の雇11]労働は増大した。

しかも労務請負畷１１]は直接雇１１]よりも速いテンポで塒大している。腱業労務請負の拡大は

とくに他の動向とてらし合わせて電要である二

第一に，農業労務請負の拡大は，不法入国労働者雇川に対する禁止令を含めて，多くの労

務請負人を取引から追放すると予言してきた法令上の規制の強化にかかわらず生じているこ
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農場主支払賃金

畑作農場

畜産農場

果実・野菜・園芸農場

３５％２４％

4３１４

２２６２

農場計
lＯｑＯ100.0

139.229 １１億ドル



表３合衆国の農業雇用，１９７４～１９８２

１９８２増減率

８６９１８３７＋４６

８，４４１，０００＋８１４

１３９，３３６＋１６７

１，１０４，０００＋１１５．６

５７，４１２＋０．９

２，７９６，０００＋９０．２

３３．１

３０，７１１．＋８９．９

６８３，０００＋157.7

６１９

２５，５７８＋1３３．９

３，８６５，０００＋１２６．８

４５．８

１９７４

８３１，３４０

４，６５２，０００

１１９，３８５

５１２，０００

５６，９１９

１，４７０，０００

３１．６

雇用農場…直接雇用

支払賃金（百万ドル）

雇用農場…労務請負人を通じて雇用

支払賃金（百万ドル）

果実・野菜・園芸農場…直接雇用

支払賃金（百万ドル）

シェア

果実・野菜・園芸農場…労務請負人を通じて
雇用

支払賃金（百万ドル）

シェア

販売額50万ドル以上農場…直接雇用

支払賃金（百万ドル）

シェア

販売額50万ドル以上農場…労務請負人を通じ
て雇用

1６，１７２

２６５，０００

５１．８

１０，９３４

１，７０４，０００

３６．６

2，６２６ 6，２０２＋１３６．２

５７４，０００

５２．０

＋１８０．０２０５，０００

４０．０

支払賃金（百万ドル）

シェア

２５，２４１

４，５８０，０００

５４３

８，４１５

７６２，０００

＋ｌＯ４１

ＮＡ

賃金支出５万ドル以上農場…直接雇用

支払賃金（百万ドル）

シェア

大規模雇用農場(1)…労務請負人を通じて雇用

支払賃金（百万ドル）

I２３６７

ＮＡ

ＮＡ

ａ９６１

ＮＡ

＋l１２４

ＮＡ

ＮＡ 69.0 ＮＡシェア

(1)大規模雇用農場とは，１９７４年は労務請負賃金支出１万ドル以上の雇主，1982年は同じく２万ドル

以上の雇主。

(2)ＮＡ＝利用不可能

出所：１９７４および1982年農業センサス

と。第二に，労務請負人の利用拡大は農業生産がより少数のより大きな農場に集中しつつあ

るのに農業雇用のひろまりを示している。

１９７８～］９８２年のあいだにⅢ農場数は３％減少したのに労働省を直接に雇用する農場数

は５％，労務請負人を通じて雇用する農場数は17影増加した（Ｆｉｇ１兆

直接に雇用された労働者に支払われた賃金は81影増大し,､労務請負労働者に支払われた賃

金は116％増大した。同じ期間に，全体の支払賃金総額に占める労務請負賃金支払額の割合
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Ｆｉｇｌ総農場数．労働者を直接に雇用する農場数．労務請負人を通じて
￣▲

雇用する農場数．１９７４．１９８２

千
2５００

形

2000

1５００

農
場
数

1０００

500

影

::::::::’'〃
０

974］９８ 974１９８ 974１配

総農場数直接に雇用する農場数労務請負人を通し
て雇用する農場数

出所：1974,1982農業センサス

'よ'０％から12％に増大した。

また，１９７８～１９８２年のあいだに，直接雇用も労務請負雇用もいずれも，また，１９７８～１９８２年のあいだに，直接雇用も労務請負雇用もいずれも，(1)果実・野菜

・園芸農場に，(2)主要な果・野・園芸州に，(3)大規模雇主にいよいよ集中している。

労務請負人を通じて雇用する果・野・園芸農場の労務請負賃金支払額のシェアは，１９７４

年の52％から１９８２年の62％に増大している（表３，Ｆｉｇ２）。

他方，果・野・園芸農場における直接雇用はわずかに増大したにすぎない，すなわち，賃

金支払額シェアは32％から33％になった。

合衆国における果実および野菜の主要供給地であるカリフォルニヤ州では，労務請負の増

大と集中が全国とくらべて一段と速いテンポですすんでいる.カリフォルニヤ州では，賃金

支払総額のうち労務請負支払賃金額は15％から19％に増大している。

また，労務請負人を通じて労働者を雇用する農場数は36％増大した。一方，労働者を直接

に雇用する農場数は28％の増大であった。カリフォルニヤの請負賃金支払額が123％増大し

たのに対して，直接雇用賃金支払額は74％増大した。テキサスおよびフロリダにおいても労
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務請負の増大率は直接雇用の増大率よりも大きかった（表４，Ｆｉｇ３）□

表４カリフォルニヤ，フロリダ，テキサスおよび合衆国全体における

労働者雇用農場数および支払賃金額

端減率1９８２1９７４

合衆国

（１）農場数

（２）直接雇用の農場数

（３）賃金支払額（百万ドル）

（４）労務請負人を通ずる雇用農場数

（５）賃金支払額（百万ドル）

（６）賃金支払総額のうち労務請負

支払賃金の割合(％）

カリフォルニヤ

（１）農場数

１２）直接雇用の農場数

（３）賃金支払額（百万ドル）

(4)労務請負人を通ずる雇用農場数

（５）賃金支払額（百万ドル）

（６）賃金支払総額のうち労務請負

支払賃金の割合(影）

フロリダ

（1Ⅲ農場数

（２）直接雇用の農場数

（３）賃金支払額（百万ドル）

（４）労務請負人を通ずる雇用農場数

（５）賃金支払額（百万ドル）

(6)賃金支払総額のうち労務請負

支払賃金の割合(影）

テキサス

（１）農場数

（２）直接雇用の農場数

（３）賃金支払額（百万ドル）

（４）労務請負人を通ずる雇用農場数

（５）賃金支払額（百ノゴドル）

（６）賃金支払総額のうち労務請負

支払賃金の割合(％）

３．２

４６

８１．４

１６．７

１１５．６

2，３１４，０１３

８３１，３４０

４，６５２

１１９，３８５

５１２

2，２４０，９７６

８６９，８３７

８，４４１

１３９，３３６

１，１０４

＋
＋
＋
＋

1１．６9.9

＋２１９

＋２８．１

＋７４．４

＋３６．２

＋１２２．６

８２，４６３

４０，０５７

１，８１９

１８，１４９

４１４

6７，６７４

３１，２６８

１，０４３

１３，３３０

１８６

1８．５1５．１

＋１２．０

＋１６．８

＋８１．８

＋４７．８

＋151.3

３２，４６６

１１，１１５

２６４

ａ795

８０

３６，３５２

１２，９８７

４８０

５，６１０

２０１

２９．５23.2

６３

１６

５９．５

７．５

９１３

1７４，０６８

６２，０６５

３０１

２０，９４８

４６

'８５１０２０

６３０８０

４８０

２２，５２８

８８

－卜

＋
十
十

－Ｌ

1３．２ 1５．５

出所：１９７４，１９８２農業センサス
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Ｆｉｇ２標準産業分類別にみた農場の労務請負賃金支払額

百万ドル （１９７４．１９８２）

1２

1０

８ 、（

１１そ０
６

Ｚｌ現金穀物以外の畑

４

瑠圏

wU鑿iiiiiii
２

＊：販売額２，５００ドル以上の農場
出所：1974,1982農業センサス

Ｆｉｇ３合衆国およびカリフォルニヤ．フロリダ．テキサスにおける

請負賃金支払額（１９７４．１９８２）

百万ドル
1２００

1０００

800

□その他の州

圀テキサス

圏フロリダ

図ｶﾘﾌｫにア

6００

4００

〃〃Z〃"Ｚ，鰯"’

鍵蝋臘垂■200

０

１９７４１９８２

出所：1974,1982農業センサス
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大規模農場は，たいがい直接に労働者を雇入れる独自の人事担当部門を持っているにもか

かわらず，農業労務請負人の利用を増大させている。１９８２年に農産物販売額50万ドル以上

の農場が支払った請負ff金支払額は合衆国全体の請負賃金支払鍬の52影を占めていた。これ

は１９７４年には40％であっﾌﾟこ（表３をみよ)。1982年に農産物販売甑10万ドル以上の農場は

請負賃金支払額の79％を支払った。

労務請負人の利Ⅱ]は腱場数が減少した州においてもほかの州と同様に墹大をみた。

たとえば，ノースカロライナ州では，労務請負人を雇用する農場数は，１９７４～１９８２年

において26影増大したが，他方，労働者を直接に雇用する農場は10影の減，農場総数は13影

の減であった。ニューヨーク州でも，労務請負人を雇用する農場数は20％蝋大したが，これ

とくらべて，労働者をiTLi接に雇用する農場は２％の増，農場総数は３％の減であった。

２．農業労務請負人にかんする連邦規制

農業労務請負人を規制する必要性は長いあいだ妥当なことであると認激されてきた。

１９３０年代のはじめから，ｉ議会委員会，政府機関，大統領委員会，教会，市民団体などが

移動労働者の苦境についての調査を行ってきた。

１９６０年と１９６１年の一連の議会公聴会が下院において農業労務詩負規IljlI法を通過させる

ことになった。しかし｣｣暁は可決しなかった，

下院の報告は，移動労働者の状況をⅢ'わが国社会における長いあいだ､の病める傷口，，と呼

び､,速やかに改善の行釛をとらないならばわが国民に対する道義的ｴﾋﾞ任の拒否とみられるで

あろう”と結論した（合衆国下院，１９６１，Ｐ３）。

議会の公聴会もまた，移動労働者の貧苦の状態と農業労務請負人の労働者iWi便を文書によ

り証明した。

農業労働者は，１９６０年代のはじめにおいて，いぜん，全国労働関係法，連邦賃金・時間

法，失業手当，作業場安全基準，労務者補償，児童労働保護の大部分から排除されていた。

農業労働者にとって利11]しうるＩｌｌＩｉ－の連邦保護は老令遺族保険，身体障害者保険（社会保障）

であった。それも労働者が資格をうるに足るだけの稼ぎのあるばあいに限られた。

９つの州とプエルトリコには農業労務請負人に適用する法又は条例があった。しかし，州

高官は，いずれかの州における法の実施も，違反者を別の州に移勅させるだけであったと不

満を述べた。

最低限251](助いた移助労lililI者の平均賃金はｌＥ'６．２５ドルであった！)彼等は年に平均109日

働いて平均年収６８１．２５ドルをえている（合衆国上院１９６３，Ｐ４５）。

労務請負人による労働者に対する多くの酷使は，１９６３年合衆国議会上院に報告された
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「農業労働者チームの概要」（1962年,労働省)によって資料が提供された。

ｌＷｌｉ便の例として次のものがリストされていた。すなわち，交通費の立替金として労働者に

対する不当な代金請求，農業雇主と労働者の双方からの交通費の徴集，交通手段を与えずに

チームを見捨てること，労働者を故郷に帰さないこと，勘定不足や量目不足の単位をつくり

出したり，出来高当り支払いの基準単位の超過を労働者に要求したりすること，農業雇主か

ら賃金を徴収して労働者には賃金を払わなかったり，賃金未払いのまま労働者を見捨てたり

すること，労働者のかせぎから口銭をとること，協定賃金より少なく支払ったり不当な天引

をすること，農園主（Ｇｒｏｗｅｒ）から無料で与えられた設備の貸料を労働者に請求すること，

農業雇主に水ましした生産数字を提出すること，労働者に支払われるべきボーナスその他を

着服すること。上記以外の問題についても資料が提出された。すなわち，未成年者を授業時

間内に雇用しようとする一貫した意図，酒や薬の不法販売，賭博，売春の取引など。

１９６４年に両院議会は１９６３年農業労務請負人登録法（ＦＬＣＲＡ）を可決した。これは

１９６５年に発効した（ＦＬＣＲＡには農業団体およびフロリダ農業労働部のような若干の政府

機関の反対があった)。

法律は農業労務請負人の登録に力点を置いた。しかしＦＬＣＲＡの実施は最低限のものであ

ったし，実際，違反者にはなんの制裁も適用されなかった。１９７４年に，議会は範囲を拡大

して不法入国労働者の雇用を含む違反に対してIIT民的(|ill裁を通ⅡＩするよう改めた。法の実施

は拡大された。しかし，登録の必要があった農園主（Ｇｒｏｗｅｒ）や包装倉庫経営者のような

場所の固定している雇主は声高に反対した。

１９８３年に議会はＦＬＣＲＡに代置するべく移動・季節労働者保護法（ＭＳＰＡ）を可決した。

そして，農業労務請負人の登録から労働者保護へと焦点を移した。

登録，制裁，労働者保護制度という展開は，農業部門の効率化をますます推進する一方で

農業労働者を保護することの困難さに対する議会の挫折感を少なからず反映している。

３．不法人国労働者と農業労務請負人

不法入国労働者雇用禁止はほかの大部分の条項よりも実施は－そう困難である。

労働省は，通例Ｔ不法入国の外国人を発見するのに移民帰化局（ｌＮＳ）に依存している。

もし労働者が'’１１１１白に”不法入国者であるならば，たとえば，もし労働者が自分の身分の

不法性を認めるならば，労働省は，ＦＬＣＲＡ又はＭＳＰＡによる審査をへて農業労務請負人

に出頭を命じるにすぎない、

たいていの場合，労働省の審査官は，移民帰化局から受取った逮捕記録によって逮捕され

た労働者の雇主としてリストされた労務請負人に'１１頭を命じるか，又は，不法入国労働者を
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1((別Ｉ)する打綜,'ｉｔ1とみ`つれる1((1):Lﾉ)鍋術を|刑蛸する。こり)ようなiM:jIiuijr統のﾌﾟこめ，ツj働宥

u)認疋は.〃}端I'j〔１人(/)ほんのわずかな(|j分か不法人IRIﾂﾉ働門を'１１:111しているとの↓,L〃に'''１)着

することになる〃

］９８１〕{'１代(/l)はじめには，（ljｲ1;，、｢均173人のうj勝浦〔１人かｲ〈iJ〈人'１(|対伽荷を1値川したか

どで;罰金を課せられた｡

Ｆｉｇ４は，１９８()～’1)８３に'4挫鰹業地域において汀不ii」i人111`が１１ルバをIiRIllして発咀lされ

た労務{;１１j直人の数を,jくしプニものである。

また，Ｆｉｇ５は，これらのﾂﾌﾞｲ綿ＩＩｒｎ人に1W:１１１されたと'〃働行か認定したイミ>」(人１１１労働行の

数を示している。

１９７３{1Ｉ，カリフォルニヤにおける下院姿ii会の証汽は,盤業lﾉﾉﾉ勝,;i1ifi人がﾉ|<ii去人lIiLl労働

荷の|{饗な使用行であることを明らかにした。そして，労務!；ｉｆ[1人は不法人|}ﾐ|労働折を使用

しなければｆｌ]益がえられないとlﾘ|冒した（合衆lKl議会卜1塊］９７３），

しかし，村人､Iiiirii()ill地域において苣奄録された約4,500の労勝i,IjL口人およびｌ１ｉ１便1Ⅱ人のう

ち，好ｲ|{平均わずか21人か不ii上人１１くげj働汽を'雁l｢'しﾌﾟﾆかとでllljjllを命ぜられﾌﾟﾆにすぎなかっ

たり

予想されたとお()，不iii人人ｌｌｆｌﾂﾌﾞMl1荷をｌＩ１Ｈ川したとみなされたﾂﾉ筋,ｉＩｌｉｎ人の数は7」tlim行i/ili勅

'１才ＩＩＭ政と密接にUILlj堕している（Ｆｉｇ６比

Ｆｉｇ４不法入国労働者を雇用した労務請負人の数．
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Ｆｉｇ５労務請負人により雇用された不法入国労働者の数．
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出所：前図に同じ

Ｆｉｇ６不法入国労働者を雇用した労務請負人の数と

法施行活動時間数．１９８０～１９８３
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Ｆｉｇ７は１９８０～１９８３年の問に，毎年労務請負人に雇用されたとみられる不法入国労働

者数と移民帰化局によって逮捕され国外追放された外国人の数を比較したものである。

かって，労務請負人に雇ＩＥＩされたとみられる不法入国労働者の最大数は，１９８０年の4,000

人であった。そのとき以来，その数は１９８３年の1,100人以下に減少している。ところが一

方，移民帰化局による逮捕者数は120万人に増大しているのである。

Ｆｉｇ７労務請負人により雇用されたとみられる不法入国労働者数と

移民帰化局による逮捕の不法移民の数
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1977１９７８１９７９１９８０１９８１１９８２１９８３

脇労務請負人により雇用されたとみら●逮捕された不法移民数
れる不法人国労働者･数

出所：労働省雇用基準局ＦＬＣＲＡ/ＭＳＰＡ協力活動の地域別概要，1980-1983および
移民帰化局年報，１９７７－１９８３

カリフォルニヤにおいて，農業労務請負人により雇用されたとみられる不法入国労働者の

数は，１９８０～１９８３で，毎年平均わずか312人にすぎなかった．

ところが，カリフォルニヤの農業労働者の30％が不法入国者であったという１９７５年の移

民帰化局の推定，あるいは，２５％が不法人匡'た．というマーチン，マインズ，テ.イアスの推定

（１９８３）は，カリフォルニヤの労務請負人が労働省の認定した数のほぼ600倍に及ぶ約１８

万５千人の不法入国労働者を毎年雇用していたことを示している，

移民帰化局は，ある５ケ月の問に，フレスノ地域において，ある一つの農業労務請負のも

とで働いている］80人以上の不法入国労働者を逮捕した（合衆国議会下院１９７５）。
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イ(〈法人国省の1願111の嬢止を移民llnl化lijjを通してlHl接的に:戈施することが，労働省の法実施

戦１１１片を策定するﾉﾉをflj'１|ｌ↓し，特定の作物へのITTiりをひきおこしているⅡ

移l造帰化局の腿雛”邪入れ”は労Iilill門の発見と逮l11iがより容易な作物に集１１'するIWiきがあ

る。たとえば，柑橘()）jP働者の半分以上は不法入国満だという指摘にもかかわらず，柑橘より

も,Iill椒のような背の低い並列状の作物において，より多くの不法人lKI労働者が逮捕される」

ベンチュラ郡の''''1m業にかんするある１J｢究は，メキシコ人?労働-iＩ！iに２ﾉﾄﾞiiilylの異なる部分が

あることを示した。

’’１２作１，'部分は，合法的入国者であった，かってのブラセロから成り，労働組合契約のﾄﾞ

でかなりの付加給付のある安定した化ﾘﾄﾞについている。,,｜くl創”部分は，職業的な腿染ﾂjW；

請負人により基架され，はるかにIlRいliMlllと恩典のもとでⅡ:］;の係|蝋もないＩｚとしてメキシ

コからの不法人[flの移１１ﾘﾉ労働名から成っている（コーネリウス他||サンフランシスコ湾11地域

におけるメキシコ人移民』ＵＣＳＤ，Ｉ９８２Ｌ

Ｉ〃'’１１行によるin1-1:lljll故法の実施は，この機関を，イ《i」|《人llilくげ'1,1門とのI)U係でイliriした立場

にiifいている．労働行の化}Ｉの｣:なWlj分は公]]ミガl1M1ﾉ,Ｗiii｣:（ＦＬＳＡ）の1IMI〔Pf余と超過llIilﾉ勝

１１t金の規定の実施である。この規定によって徴収した金荊lは，１９８２ｲ|:で，合ｉｌｌ３()ノノドル

に達し，５０万以上の労働者に支払われた（表５ル

ツjWili行は不法人ＩＩｉｌ雁川(/)疑いのあるﾘﾉii腱又は雁｣<を､そ(/)｣Ｗｌ([iii〈iYﾉi他hF1fl/の'１慨として

いる』

ﾉﾐ５公正ﾂj鋤ﾉﾊ準法およびＦＬＣＲＡ／ＭＳＰＡ罰金にｌＩｌｉづく

ツブ働行徴収のイ：)Ⅲ支払賃金，１(１８０～１１)8１

二二LiZirI二'.回引Ｔｍ工応－１０

｢－－－－－－

賃金不当支払総額（千ドル）

従業Ｌｌ

Ｗ難Uf金ｲ（当支払紺（｢･ドル）

従業1１

1１０，９００］２７，３００１３０，２００114,0］０

６２３，０００687,000５７８００()440,161

4,000未満３，３９２２〆1０２NA

19B6418,28111,329NA

ＦＬＣＲＡ〆ＭＳＰＡによる

市民なみ現金罰の査定総纐(千ドル）
1,000未lMlljl,３８７ ６５１1，２３９

ＦＬＣＲＡ／ＭＳＰＡによる

不怯入国労働者1,1m数の査定（千）
４２６5８７２１１ 3９３

従業ｕ３，９９５２，３６４Ｌ３４３１，０７２
－＿ｉ

ｌｌｌｌｌＴ：ヅjllllγ｢ｒＩｉ#M，１９８０～］９８３，ｌｒｉｌｌ１勵||基i糠１両)，［『企・'１５間.葉施hFiilllIM要，１９８０～１９８３
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ＭＳＰＡによる労務請負人の審査といった雇主制裁法が実施されている状況下では，労働

省は不法入国労働者のために未払fii金を徴収すると同時に，彼等を雇ったかどで，その雇主

に罰金を課する立場にある。

この２虚の役割が不法入国労働者に公薑正労働基準法違反の不満をのべることを思いとどま

らせ，蛾低賃金施行の有効性を減退させている。雇主制裁法がすべての産業に影響を及ぼす

ならば労liill者に対する利害の矛盾は替しく拡大するであろう．
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